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公募型プロポーザル方式に係る手続き開始のお知らせ 

 

次のとおり提案書の提出を求めます。 

平成２３年９月２２日 

世田谷区 

１ 委託業務の概要 

（１）契約予定件名  

世田谷区立小・中学校の適正規模化・適正配置に関する基礎調査委託 

（２）目的 

世田谷区では、区立小・中学校の児童数・生徒数及び学級数の増加傾向または

減少傾向の偏在化が進む中、今後の児童数・生徒数の推移や校舎の老朽化を念頭

に、大規模化・小規模化・校舎の老朽化の３つの課題に対して、総合的な視点に

たって計画的に取り組むこととし、平成２０年８月に「世田谷区立小・中学校の

適正規模化・適正配置に関する基本的な考え方」（以下、「基本的な考え方」とい

う。）を策定した。 

続いて、平成２１年３月に、概ね５年間の年次計画を盛り込んだ第１ステップ

の「世田谷区立小・中学校の適正規模化・適正配置に関する具体的な方策」（以

下、「第１ステップ」という。）を策定し、大規模小学校４校の増改築や小規模化

が続く２グループの中学校の学校統合、老朽化が進む学校の年２校ペースの全面

改築を進めてきている。 

また、平成２３年度より、第１ステップの年次計画の推進と並行して、「基本

的な考え方」に基づく、平成２６年度～平成３１年度の計画期間の次期計画（以

下、「第２ステップ」という。）の策定に向けた準備を開始しており、本件は、第

２ステップの計画策定に向けた基礎的な情報・データ等の収集・分析業務を委託

するものである。 

なお、平成２４年度には、第２ステップの計画の具体的な内容や年次計画等に

関する検討を進め、平成２５年度に計画の方向性を明らかにすることを想定して

いる。 

（３）業務内容 

   第２ステップの計画策定に向けて、以下の項目に関する基礎的な情報・データ

等の収集・分析を実施し、成果物として報告資料一式（紙媒体、電子データを含

む）の作成を委託する。 

① 計画期間中または計画期間以降の児童数・生徒数の動向に関すること 

② 通学区域の現状（面積、通学路、通学距離、交通事情等）に関すること 

③ 学校規模による教育上の影響等に関すること 

④ 学校施設の利活用状況等に関すること 

⑤ 学校と地域との連携の現状等に関すること 

⑥ 学校統合に伴う区財政上の効果に関すること 
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⑦ その他、教育環境への影響等に関すること 

   なお、区が保有する情報等であって、調査の実施に必要な情報等は、区担当者

が別途提供する。 

（４）履行期間 

契約の日から平成２４年３月３１日まで（予定） 

 

２ 参加資格 

プロポーザルに参加する者は、教育行政に関する総合的な計画策定支援業務の実績

があり、上記１に掲げる委託業務の履行が可能な者であって、以下の要件を満たす者

とする。 

（１） 研究実績の豊富な研究員を、業務責任者として専任で配置できること 

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項（同令    

第１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。）の規定に該当する者

でないこと 

（３） 世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること 

（４） 世田谷区から入札参加禁止または指名停止の措置を受けている期間中でない    

こと 

（５） 都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと 

（６） 提出された書類の記載事項に虚偽がないこと 

 

３ 提案書の提出者を選定するための基準 

 本件では、提案書の提出者数を概ね４者とする。参加表明者が多数の場合は、以下

に示す基準により提案書の提出者を選定し、選定結果を通知するものとする。 

（１）本事業に類似する事業に関する計画策定支援業務の実績等 

（２）業務責任者・担当者の経歴等 

 

４ 提案書の特定方法 

 提案書提出者とのヒアリングを実施し、提案書の内容とあわせて、下記５の評価基

準により提案書を特定する。 

 

５ 提案書を特定するための評価基準 

（１）本事業の推進にあたっての課題認識とそれらへの対応の考え方 

（２）委託業務に活用できる能力や技術 

（３）調査の方法及び成果物の作成イメージ 

（４）委託業務の実施にあたっての体制 

（５）見積金額の妥当性 
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６ 手続き等 

（１）担当部課 

世田谷区教育委員会事務局学校適正配置担当課 担当 山中・飴田（あめだ） 

住所 〒１５４－８５０４ 世田谷区世田谷４－２１－２７ 

    世田谷区役所第２庁舎３階３２番窓口 

電話 ０３－５４３２－２７２２ ＦＡＸ ０３－５４３２－３０２８ 

E-mail SEA02414@mb.city.setagaya.tokyo.jp 

（２）説明書の交付期間、場所及び方法 

期間 平成２３年９月２２（木）～９月３０日（金） 

場所 上記（１）に同じ 

方法 希望者に無償配布する。 

（３）参加表明書の受領期限並びに提出場所及び方法 

期限 平成２３年９月３０日（金）午後５時まで（必着） 

場所 上記（１）に同じ 

方法 持参、郵送または宅配便（ただし、未着事故の責任は負いかねます。） 

（４）提案書の受領期間並びに提出場所及び方法 

期間 平成２３年１０月５日（水）～１０月１４日（金）午後５時まで（必着） 

場所 上記（１）に同じ 

方法 持参、郵送または宅配便（ただし、未着事故の責任は負いかねます。） 

 

７ その他 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）契約保証金 免除 

（３）契約書作成の要否 要 

（４）当該業務に直接関連する他の委託業務を当該業務の委託契約の相手方との随

意契約により締結する予定の有無 有 

   ＜平成２４年度（予定）＞ 

① 委託業務件名 世田谷区立小・中学校の適正規模化・適正配置に関する具   

体的な方策（第２ステップ）計画策定支援業務委託 

② 契約期間 平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日（予定） 

③ 業務内容等の詳細は、契約にあたって区担当者と協議するものとする。 

（５）関連情報を入手するための照会窓口 上記６の（１）に同じ 

（６）区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並び

に提案書を特定した理由（審査経過等）を公表することができる。 

（７）詳細は説明書による。 

（８）参加表明書及び提案書の作成・提出などにかかる費用については、世田谷区で

は一切負担しない。 

（９）本選定過程で提出された資料等は返却しない。 


